
育成就労制度における日本語能力向上のための施策について

（３年間）

入国前

(入国前講習など)

育成就労

日本語レベル

優良認定

※ 各段階の日本語能力の水準は
分野ごと上乗せ可

一般の受入れ機関

特定技能

【Ａ２目標講習】
（Ａ２合格を目標とした講習受講）

【Ａ１相当講習】
（Ａ１合格に相当する講習受講）

内容

※ 入国後講習においては、日本語のほかにも本邦での生活
一般に関する知識等の科目について講習を行う。

日本語能力向上のフロー（イメージ）

入国後講習 受入れ機関において就労

認定日本語教育機関の「就労」課程
（経過措置として登録日本語教員の講習）

A１
（JLPTのN５等）

A２
（JLPTのN４、JFT-Basic等）

優良な受入れ機関

通常の受入れ人数枠 受入れ人数枠が拡大

日本語能力の試験の合格率
は優良な受入れ機関かどうか
の基準の１つ

１００時間以上
時間

内容

１００時間以上
時間

認定日本語教育機関の「就労」課程
（経過措置として登録日本語教員の講習）

A１相当講習・A２目標講習を提供することは
受入れ機関の義務（費用の負担が必要）

※ A1・A２相当の試験に事前に合格している者には
受講させる必要はない。

A１相当講習・A２目標講習は、オンラインで
受講することも可能だが、双方向で同時に
コミュニケーションを取れるものであるなど
一定の要件を満たす必要がある。

★日本語能力を向上させるインセンティブのイメージ
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